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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
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行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺，自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他
2行為の日時 ■■■

3 行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺
庁舎内
裁判所構内
住居（官舎を含む。 ）
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’
被害者，被害施設等
裁判官

その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人

職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品
ユの

，
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文書等
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

庁名） 東京地方裁判月
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口 自殺

口施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

■その他 （裁判所外における犯罪行

為）
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4行為者
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事件関係者

傍聴人

不明
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被害者，被害

裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を

裁判所のその

物品，文書等
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'6行為の態様及び被害の状況
■次のとおり
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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8裁判所の対

■次のとおり

応，その結果等の行為後の事情
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’大阪家裁総第258号 (庶ろ－15-A) 平成29年5月15日
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最高裁判所事務総局総務局長殿 大阪家庭裁判所長

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

大阪家庭裁判所

■行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害
その他（ ）
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’2行為の日時

■■■回行為の場所
法廷，審判廷又はその
周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(-)

3 行為の場所

法廷，審判廷又はその
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裁判所構内
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その他（■■■■■■）
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙1のとおり
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次のとおり
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裁判所の対応， その結果等の行為後の事情
次のとおり 口別紙3のとおり
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書
(庁名） 福井地方裁判所
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１ 行為の概要
職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷
施設，物品等の損壊等
文書偽造，官職名等の不正使用
逃走
裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（
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5被害者，被害施設等 I

ヨI
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品，文書等 ’

’|）その他 （

6行為の態様及び被害の状況
口吹のとおり ■別紙のとおり ロ追完予定

7行為に至る経緯
口孜のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
口次のとおり ■別紙のとおり 口追完予定
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(別紙）

6行為の態様及び被害の釈現

7行為に至る経緯





裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

大阪家庭裁判所
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大阪家裁総第261号 (庶ろ－15-A) 平成29年5月18日

最高裁判所事務総局総務局長殿 大阪家庭裁判所長

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
●

□それ以外の者に対する加害

口 自殺

■施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

2 行為の日時’

3 行為の場所

’
法廷

周辺

，

庁舎内

審判廷又はその

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他（

4 行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（■■■■■■）
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5 被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書

その他（■■■■■■■）
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙1のとおり
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裁判所の対応， その結果等の行為後の事情
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(別紙様式）
裁判所職員に対する加害行為等に閨する報告書

▼。

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺,自傷
施設,物品等の損壊等
文書偽造官職名等の不正使用
逃走
裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）
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2行為の日時別紙｢行為の概要｣記載のとおり
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3行為の場所
法廷,審判廷又はその周辺
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4行為者 ．

事件関係者
傍聴人
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|）その他（
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裁判官
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
職員の家族
庁舎
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裁判所のその他の施設
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事件関係者
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別紙｢行為の概要｣記載のとおりである。

1’

裁判所の対応､
次のとおり

その結果等の行為後の事情
口別紙のとおり 口追完予定
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行為の概要
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 大阪高等裁判F
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

園施設
９
９

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■落書きが
されていた事案

2行為の日時
ゆ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3行為の場所

法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■■）
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l 行為者

’
事件関係者

傍聴人

不明

その他 ）
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ラ 被害者，被害施設等

’
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■■■■）
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行為の態様及び被害の状況

吹のとおり 口別紙のとおり
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行為に至る経緯

次のとおり
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その結果等の行為後の事情
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8裁判所の対応
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）神戸地方裁判所

1行為の概要

■職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の駿損等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

■職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）神戸地方裁判所
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